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平
成
20
年
12
月
、
農
林
水
産
省
は
国
内
に
お
け
る
食
料
供
給
力
（
自
給
力
）
の
強
化
等

を
図
る
た
め
の
新
た
な
農
地
政
策
の
方
向
に
つ
き
、｢

農
地
改
革
プ
ラ
ン
」
を
と
り
ま
と
め
、

公
表
し
ま
し
た
。
こ
の
新
た
な
農
地
制
度
が
実
効
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
現
場
で
中
心
と

な
っ
て
運
用
す
る
農
業
委
員
会
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
「
農
地
改
革
プ

ラ
ン
」
の
方
向
に
沿
っ
て
新
た
な
政
策
が
展
開
さ
れ
る
に
先
立
ち
、
そ
の
運
用
を
担
う
農

業
委
員
会
の
事
務
の
点
検
・
検
証
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
周
防
大
島
町
農
業
委
員
会
で
は
、「
平
成
21
年
度
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
に
向

け
た
活
動
計
画
」
を
次
の
と
お
り
策
定
し
ま
し
た
の
で
公
表
し
ま
す
。

●平成２１年度の目標及び活動計画
認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

平成２３年度ま
での目標 ９１　経営　 ―　法人　 ―　団体　　

目　　標 ２　経営　 ―　法人　 ―　団体　　

活動計画

　農業委員から意欲
のある農業者の情
報収集を行い、周防
大島担い手支援セン
ターと連携し認定の
推進活動を実施（通
年）。

　周防大島担い手支援センターが行う
集落営農の法人化のための説明会や集
落座談会に参画し、特定農業法人制度
及び特定農業団体制度の周知や普及を
行う。

●平成２１年度の目標及び活動計画
平成２３年度までの目標 集積面積　　　　　　２６１　ｈａ　

目　　標 集積面積　　　　　　　１０　ｈａ　

活動計画
　担い手支援センターが実施している『営農塾』や『帰農塾』の修了生や定年帰農者・
Ⅰターン者を担い手候補者として位置づけ、円滑な権利移動ができるよう、広報誌やリー
フレット等を活用し、農業経営基盤強化促進法による利用権設定の制度等の周知を実施。

▼認定農業者等担い手の育成及び確保
●現状、課題

現　状

農家数 2,264 戸　 認定農業者 特定農業
法人

特定農業
団体

　うち主業農家 ７２０戸　 85経営　 0法人　 0団体　農業生産法人数 0法人　

課　題

　農家の高齢化や後継者不足により地域の農業を担う者が減少してお
り、地区の状況に合わせた担い手の育成・確保を図っていく必要がある。 
　本町の農地のほとんどが中山間地にある柑橘園であり、ほ場一筆の
面積も小さい上、零細農家が多く農業従事者の高齢化も進んでおり、
早急に認定農業者を主とした担い手の育成・確保を図る必要がある。

▼担い手への農地の利用集積
●現状、課題

現　　状 管内の農地面積 これまでの集積面積 集積率
２，１７８　ｈａ　　 ２３１　ｈａ　　　 10.60　％　　

課　　題

　農業従事者の減少・高齢化等による耕作放棄地の増加、農地の分散錯圃、所有者の土地への執着等
が、農地の確保・有効利用を図る上での課題となっている。また、担い手と呼ばれる農家自体も高齢
化が進み、これ以上の集積が困難になっている。 
　今後は、意欲のある定年帰農者やⅠターン者を担い手候補と位置づけ、集積をはかる必要がある。

▼耕作放棄地の解消
●現状、課題

現　　状 管内の農地面積 耕作放棄地の面積 耕作放棄地率
２，１７８　ｈａ　　 ３７４　ｈａ　　　 17.20　％　　

課　　題
　柑きつ主体の当町において、耕作放棄された柑きつ園は病害虫の発生を予防する為、補助金により
樹木を伐採しているため、その後の農地としての利用に制限があり有効利用をはかるうえで支障をき
たしている。

●平成２１年度の目標及び活動計画
平成２３年度までの目標 解消面積　　　１　ｈａ

目　　標 解消面積　　　0.3  ｈａ

活動計画

〇耕作放棄地発生防止に向けた取組 
　・農業委員による検討会の開催　・広報活動　・農地パトロール 
〇耕作放棄地解消に向けた取組 
　・通年　農地所有者に対する指導　・通年　担い手への利用集積

「
農
業
委
員
会
活
動
目
標
及
び
そ
の
達
成
に
向
け
た
活
動
計
画
」
を
公
表
し
ま
す


